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三沢市老人福祉センター、市民の森レストハウス、市民の森温泉浴場、市民の森やすらぎ荘（以下「施設」と

いう。）の指定管理者が行う施設管理の基準及び業務の範囲等は、この基準書の定めるところによります。 

 

Ⅰ 管理の基準 

指定管理者は、施設募集要項に定めるⅢ（管理運営の条件）の１（管理方針）のほか、次に掲げる管理の基

準を遵守して施設の運営を行うこととします。 

 １ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ２ 利用時間等 

 （１）三沢市老人福祉センター 

午前９時３０分から午後９時まで（三沢市老人福祉センター管理規則（昭和５０年三沢市規則第１１号。

以下「老人福祉センター規則」という。）第２条の規定による。）。なお、老人福祉センター規則第７条（指

定管理者に管理を行わせた場合の利用時間等）の規定により、市長の承認を受けて変更することができま

す。 

（２）市民の森レストハウス 

   午前９時３０分から午後４時３０分まで（市民の森レストハウス管理規則（昭和５３年三沢市規則第２

号。以下「レストハウス規則」という。）第２条の規定による。）。なお、レストハウス規則第１０条（指定

管理者に管理を行わせた場合の使用時間等）の規定により、市長の承認を受けて変更することができます。 

（３）市民の森温泉浴場 

   午前９時３０分から午後９時まで（市民の森温泉浴場管理規則（平成５年三沢市規則第１３号。以下「温

泉浴場規則」という。）第２条の規定による。）。なお、温泉浴場規則第８条（指定管理者に管理を行わせた

場合の使用時間等）の規定により、市長の承認を受けて変更することができます。 

（４）市民の森やすらぎ荘 

   宿泊者の利用は午後４時から翌朝午前１０時まで、休憩者の利用は午前１０時から午後４時まで（三沢

市民の森やすらぎ荘管理規則（平成１５年三沢市規則第２１号。以下「やすらぎ荘規則」という。）第２条

の規定による。）。なお、やすらぎ荘規則第９条（指定管理者に管理を行わせた場合の利用時間等）の規定に

より、市長の承認を受けて変更することができます。 

 

 ３ 休館日等 

   毎週第３月曜日（その日が国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当た

るときは、翌日）及び１２月２９日から翌年の１月３日まで（老人福祉センター規則、レストハウス規則、

温泉浴場規則及びやすらぎ荘規則の各第３条の規定による。ただし、市民の森やすらぎ荘の場合は１２月

２８日から翌年の１月３日まで。）。なお、各規則の規定により、市長の承認を受けて変更することができま

す。 

 

 ４ 利用料金 

   指定管理者は、三沢市民の森条例（昭和５５年三沢市条例第７号。以下「条例」という。）別表に定める

額の範囲内で、市長の承認を得て定めることができます。 
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 ５ 施設の利用料金の減免 

   指定管理者は、レストハウス規則第５条に規定されている基準により、減免に関する承認を行います。ま

た、利用者からの減免申請について疑義がある場合は、市と協議することとします。 

   ただし、この基準を満たさない場合であっても利用者の申請に基づいて減免を承認することはできます

が、この場合の減免額については、補填等に関する協議の対象とはしません。 

 

 ６ 施設の使用（利用、入館）等 

   使用の許可及び使用の許可にあたって条件を付する場合は、条例第５条及び第７条の規定に従うこと。 

 

 ７ 施設の使用制限 

   条例第６条の規定に従うこと。 

 

 ８ 施設の使用条件の変更 

   使用条件を変更し、又はその使用の停止若しくは使用の許可を取り消す場合は、条例第８条の規定に従

うこと。 

 

 ９ 管理業務に従事する者の配置基準 

   施設を円滑に管理運営するために必要な人員（及び有資格者）を適正に配置すること。 

《配置基準》 

【老人福祉センター等施設】 

 施設長兼防火管理者  １人（必置） 

 施設運営管理職員   ２人 

 受付及び管理職員   ４人 

 看護師又は准看護師  １人 

 施設清掃員      ８人 

【レストハウス】   

 調理従業員      １人 

 接客従業員      １人 

《現行の人員配置》 

【老人福祉センター等施設】 

 施設長兼防火管理者  １人（必置） 

 施設運営管理職員   ２人 

 受付及び管理職員   ４人 

 看護師又は准看護師  １人 

 施設清掃員      ８人 

【レストハウス】 ※指定管理料には含まれていません。 

 調理従業員      １人 

 接客従業員      １人 
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 １０ 個人情報保護制度 

   指定管理者は、三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号）

第１１条に準じて、指定管理に関わる業務を通じて知り得た秘密を、現在及び指定管理を退いた後や離職

した後においても、他に漏らすことや自己の利益のために利用するなど、不当な目的のために使用しては

なりません。発覚した場合は、懲役又は罰金刑に処します。 

   また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び三沢市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和５年三沢市条例第１号）に準じ、管理業務の遂行にあたるときは、情報漏えいの防止、第三

者への情報提供及び目的外使用の禁止など適正管理のための制度やチェック機能を強化した体制づくりを

構築するなど、必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １１ 情報公開について 

   指定管理者は、三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号）第２４条に準じ、管理を行う施設に

関する情報開示の制度や情報提供を行うために必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １２ 文書等の管理について 

   指定管理者が業務の実施に関して作成した文書その他帳簿書類は、指定期間中は適切に保管・管理する

こととします。 

 

 １３ 災害発生時における対応 

   指定避難所に指定されている施設は、三沢市地域防災計画に基づき災害発生時等に避難所の開設及び運

営を行います。災害の規模や深刻さ等により、指定避難所に指定されていない施設においても、一時的な避

難所として施設を開放（活用）すること等が想定されます。 

災害発生時は避難所の開設・運営に際して、当該施設の被害状況の確認・避難者の誘導・安全確保等に

ついて、市と指定管理者が相互協力するものとします。 

 

 １４ 遵守すべき法令等 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条ほか 

   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

三沢市民の森条例（昭和５５年三沢市条例第７号） 

三沢市老人福祉センター管理規則（昭和５０年三沢市規則第１１号） 

三沢市民の森レストハウス管理規則（昭和５３年三沢市規則第２号） 

三沢市民の森温泉浴場管理規則（平成５年三沢市規則第１３号） 

三沢市民の森やすらぎ荘管理規則（平成１５年三沢市規則第２１号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則（平成１７年三沢市規則第２９号） 

三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年三沢市条例第１号） 

   三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例（令和２年三沢市条例第９号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例施行規則（令和２年三沢市規則
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第６号） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

   労働基準法（昭和２２年法律第４９号）並びに当該法律に係る労働関係法令 

   その他管理運営に適用される法令 

 

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務 

 １ 指定管理業務 

  指定管理者が行う業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませんが、専門的知識又

は経験を必要とし、かつ、自ら行う事が困難な一部の業務については、委託することができます。 

（１）指定管理者が実施する業務（レストハウスの食堂及び受付室は除く） 

   ア 施設使用申請受付業務に関すること（実施方法の詳細は別紙２「施設運営業務一覧表」のとおり）。 

   イ 施設機器類の始動、停止業務に関すること（実施方法の詳細は別紙２「施設運営業務一覧表」のとお

り）。 

   ウ 施設利用実績書の作成業務に関すること（実施方法の詳細は別紙２「施設運営業務一覧表」のとお

り）。 

 （２）施設の使用許可に関する業務 

施設使用者に対する案内、使用の受付、使用の許可・不許可、使用調整等に関すること（実施方法の詳

細は別紙３「施設使用許可に関する業務一覧表」のとおり）。 

   ア 指定管理者に行わせる業務の内容、手順、留意事項等を明示すること。 

   イ 図面等の資料で配布が困難なものは、施設担当課に備え付けるようにすること。 

 （３）施設、設備等の維持管理に関する業務 

指定管理者は、施設、設備等を良好な状態で維持し、事故を未然に防止するための日常点検、法定点検、

定期点検等を行うこと（業務の詳細は別紙４「施設管理業務一覧表」のとおり）。 

 （４）施設の修繕及び備品の取扱いについて 

   ① 施設、設備の修繕について 

    ア 維持修繕等の通常修繕については指定管理者の負担とし、修繕計画に基づく大規模改修費、経年

劣化による機器取換等の資本的費用は市の負担において実施するものとします。 

    イ 指定管理者が負担すべき維持修繕費等については、あらかじめ定められた指定修繕料（５０万円）

の範囲内で、市の承認のもと実施します。 

      なお、一件あたり１０万円までの簡易な補修や備品の修理、点検、整備等は指定管理者で行うもの

とし、１０万円を超える修繕については市と協議の上実施することとします。 

      ただし、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    ウ 資本的修繕が必要となった場合については、市と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断

し、実施する場合は市において実施するものとします。 

      ただし、市への申し出、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    エ 通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有すべき安全性を欠く恐れの

ある場合は、市は一件１０万円以下の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができるも

のとします。 
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    オ 年度末において残額が生じた場合は、当該年度での精算又は翌年度の指定管理料で調整を行う場

合があります。 

   ② 備品の購入・管理について 

    ア 指定管理者は別紙５「備品一覧表」に掲載する備品について、施設の利用に支障をきたさないよう

に管理すること。 

    イ 指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は市と協議すること。 

    ウ 協議に基づき必要と認めた備品に関しては市の負担とし、その所有権は市に帰属するが、指定管

理者が自らの判断で購入した備品については指定管理者の所有とする。 

   ③ 管理施設・設備・備品等の損傷等について 

     指定管理者の責に帰すべき事由により生じた施設管理・設備の故障・損傷等については、速やかに市

に報告するとともに指定管理者が自らの経費で修繕すること。この場合、修繕に要する経費について

は、指定管理に関する経費には含まれません。 

 （５）施設の除雪の取扱いについて 

    ア 指定管理者が費用を負担して実施すべき除雪業務については、あらかじめ定められた指定除雪費

（４０万円）の範囲内となります。 

    イ 指定除雪費の範囲を超える場合は、市と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断し、実施

する場合は市において実施するものとします。 

      ただし、市への申出、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    ウ 年度末において残額が生じた場合は、当該年度での精算又は翌年度の指定管理料で調整を行う場

合があります。 

 （６）その他必要と認める業務 

   ① 指定期間終了に当たっての事務引継ぎ 

     指定管理者は、指定期間満了時に次期指定管理者が円滑に施設の管理運営業務を遂行できるよう引

継ぎを行うこと。 

 

 ２ 付帯業務 

 （１）遺失物、拾得物の取扱いについて 

指定管理者は、施設に遺失物及び拾得物の取扱責任者を置き、施設における遺失物及び拾得物を遺失物

法（平成１８年法律第７３号）その他法令等の定めるところにより、適正に処理することとします。取扱

責任者は、拾得者の氏名連絡先等を確認し、警察に届け出をします。また、拾得者から請求があったとき

は、指定管理者の名称その他必要事項を記載した預り書を交付します。 

    なお、指定管理者は、拾得物に関する権利を主張することができません。 

 

 

Ⅲ モニタリング 

   施設の管理について、法令、条例等のほか協定書、基準書等に基づき業務が適正かつ確実に履行されて

いるかどうか、安定かつ継続的な管理が可能な状態であるかを確認するため、モニタリング調査を実施す

ることとします。 

 １ 月次報告書 
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   管理業務の実績状況や施設の利用状況等、次に記載する事項について、月次報告書（以下「報告書」とい

う。）として毎月末までに前月の報告書を作成し、提出すること。 

  ① 管理業務の実施状況 

  ② 施設の利用状況 

  ③ 収支報告 

  ④ その他 

   ア 事業報告（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

   イ 事故、故障等の内容及びその対応 

   ウ 苦情、要望等の内容及びその対応 

 

 ２ アンケート調査 

   利用者等の意見及び要望を定期的に把握し、管理業務の水準の確保及び向上に資するため、指定期間中

２回以上アンケート調査を実施し、調査結果を報告書として取りまとめ、提出することとします。（アンケ

ートは原則として指定期間開始の翌年度に実施し、その後期間内に再度実施します。毎年度実施してもか

まいません。） 

 （１）調査方法 

   ア 個別面接 

   イ 回収箱 

   ウ 郵送 

   エ インターネット 

   オ その他 

 （２）調査項目 

   ア 施設、設備及び備品の状況 

   イ 施設等の利用条件 

   ウ 事業の内容及び満足度 

   エ 職員の接遇 

   オ その他 

 

 ３ 実地調査 

   管理業務の実施状況を把握することを目的として市が実施する定期実地調査に協力すること。また、利

用者からの苦情、要望等が寄せられた場合に実施する臨時の実地調査についても同様とします。 

 

 ４ 事業報告書等 

 （１）事業報告書 

   毎年度終了後３０日以内に、指定管理業務にかかる事業報告書を作成し、提出すること。 

 （２）事業計画書及び収支計画書の提出 

指定管理期間中の次年度の事業計画書及び収支計画書について、事前に市と調整を図った上で作成し、

提出すること。 
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 ５ 管理業務の総括評価 

   市及び指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書の内容、利用者アンケート調査及び実地調査の結果を踏

まえ、指定管理者による管理業務が協定書、基準書等に基づき適正かつ確実に履行されたかどうか、安定的

かつ継続的な管理が可能な状態にあるか評価します。 

 

 

Ⅳ 指定管理者と三沢市の責任分担 

  指定管理者と市の責任分担について、概ね別紙１「責任分担表」のとおりとします。 

 

 

Ⅴ その他 

  この基準書に定める指定管理者の管理の基準、業務の範囲等の内容及び処理について疑義が生じた場合又

はこの基準書に定めのない事項については別途協議し決定することとします。 
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別紙１（業務基準書Ⅳ） 

 

責 任 分 担 表 

 

項   目 指定管理者 三沢市 

施設の運営 

（使用の許可関連事務、利用調整、指導、警備、苦情対応、利

用促進活動、施設運営に関する総務・経理業務等） 

○  

施設の維持管理 

（清掃、建物施設・設備保守点検、設備等法定点検、安全衛生

管理、光熱水費支出等） 

○  

災害時等対応《注１》 

（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置） 
○ （指示等） 

災害復旧工事  ○ 

施設、設備等の修繕 
指定修繕料：５０万円以内 ○  

指定修繕料：５０万円超過  ○ 

施設の整備、改修工事《注２》 
(承認を得て

可） 
○ 

備品 

新規購入 （任意） ○ 

更新  ○ 

修繕（指定修繕） ○  

使用者の損害（被災）に対する

賠償責任《注３》 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

施設、設備等の損傷の回復 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

施設の除雪 

指定除雪費：４０万円以内 ○  

指定除雪費：４０万円超過  ○ 

防火管理責任者の選任、届出 ○  

包括的管理責任  ○ 

 

《注１》 指定管理者は、使用者の被災に対する第一次的責任を有し、施設又は使用者に損害（被災）があっ

た場合は、迅速かつ適切に対応し、被害の拡大防止に努めるとともに、直ちに市（主管課）に報告

する義務を負う。 

《注２》 指定管理者が建物、設備等の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる小規模改修等を実施
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しようとする場合は、事前に市の承諾を得ること。なお、当該改修等による資産価値の増加につい

ては、市に帰属するものとする。 

《注３》 施設内での事故等により使用者が損害を受けた場合、施設の瑕疵に起因する賠償責任は、市が負い、

指定管理者の管理上の瑕疵に起因する賠償責任は指定管理者が負うこととなるが、指定管理者は市

が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」の被保険者とみなさるため、市の責任と同様に当

該保険の対象となる。ただし、指定管理者が行う「自主事業」は対象外。 

注） 

① 市は「全国町村会総合賠償補償保険」に引き続き加入する。 

（参考） 現在市が加入している施設の賠償補償保険の内容と限度額 

・身体賠償 １名につき２億円 １事故につき２０億円 

・財物賠償 １事故につき２千万円 

② 「全国町村会総合賠償補償保険」の対象とならない部分に対して別途保険に加入する場合は、

一部例外を除き指定管理者がその費用を負担することとなるため、市と協議すること。 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表 
№ 業務名 項  目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 受付業務 老人福祉センター等利用

者の受付・案内 

・老人福祉センター、温泉浴場、レスト 

ハウス、やすらぎ荘利用者の受付・案内 

・施設使用料の徴収 

・券売機の現金出納事務 

受付時間内 

受付及び利用料金の徴収

は随時 

別紙３の

業務と一

部重複し

ます。 

２ 機器類の始動・停

止業務 

各種操作盤の監視及び操

作 

・温泉浴場への給湯及び止栓 

・暖房用ボイラーなどの始動及び停止 

施設の開館時刻及び閉館

時刻又は施設内の環境に

合わせた機器の操作が必

要 

 

３ 宿泊者の接待業

務 

やすらぎ荘宿泊室のセッ

ト及び宿泊者への食事提

供 

・宿泊室の清掃、寝具類、茶器の衛生的

な保管 

・宿泊者のうち、朝食または夕食の提供

を求める者に対する提供 

宿泊者の需要に合わせて

対応する 

 

４ 利用実績書の作

成 

施設利用者数の把握 ・施設ごとの利用者数と使用料徴収金額

の記録 

温泉浴場利用者 

有料入浴者と無料入浴者

を区分し、更に無料入浴

者は男女別に区分する 

別紙４の

業務と一

部重複し

ます。 
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別紙３（業務基準書Ⅱ－１－（２）） 

 

施設使用許可に関する業務一覧表 
項 目 業務の内容 頻度 留意事項等 

申請受付 ・ 施設使用に関する受付及び概略説明 

・ 予約状況管理 

・ 使用開始１０日前まで使用の予約受付 

 老人福祉センターを２０人以上の団体で使用する場合 

 レストハウスの大広間及び小和室を使用する場合 

・ 随時の受付 

 温泉浴場使用及びやすらぎ荘を使用（宿泊休憩）する場合 

使用１０日前及び随時  

使用許可 ・ 使用許可申請書の受理 

・ 使用の許可・不許可 

随時  

使用料収受事務 ・ 納入通知書の発行 

・ 使用料の受領、 

・ 領収書の発行 

・ 徴収金の指定金融機関への納入 

・ 徴収簿等の作成、保管 

・ 歳入調定書の作成、提出及び報告 

随時  

休憩室等開放 ・ 使用を許可した休憩室等の開錠 

・ 機材の準備 

  

休憩室等の施錠 ・ 使用後の状況確認及び閉鎖   

施設使用予定者

の案内板の掲示 

・ 宿泊室及び休憩室利用者名等を掲示 随時 掲示は原則的に利用者

の了解が必要 
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 清掃業務 （人件費に含む） 温泉浴場及びレストハウス浴

場 

・男女浴室及び更衣室の清掃、タ

イル、浴場の天井、ガラスと壁

の湯垢、カビを洗剤で除去。浴

室内風呂桶、腰掛の汚れを洗剤

で除去、洗面台、脱衣箱、脱衣

かごの掃除。 

・更衣室、温泉浴場休憩室及び廊

下は真空掃除機とモップにより

清掃。 

温泉浴場 

１日１回、午前9時30分ま

でに終了。汚れ等の度合いで

随時。 

レストハウス浴場は温泉

浴場終了後に実施。 

入浴者が浴室タイルの汚

れで滑らない程度に仕上

げる。 

 

施設全体 

施設の主な場所 

玄関、休憩室、管理人室、湯

沸室、便所、廊下、倉庫、軽

スポーツトレーニング室、機

能回復訓練室、健康相談室、

ボイラー室、機械室、談話室、

事務室、遊戯室、階段、宿泊

室、洗面所、バルコニー、リ

ネン室、大広間、各和室 

・床面清掃 

真空掃除機で吸塵。清水モップ

で水拭き。帯電モップで除塵。 

・畳面清掃 

真空掃除機で吸塵。温水で拭く。

帯電モップで除塵。 

・出入口扉、ガラス、鏡 

洗剤で洗い乾布で仕上げ。 

・靴箱の清掃 

泥の除去。水拭き。帯電モップで

除塵。 

１日１回 

汚れ等の度合いで随時 
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

２ 警備業務 （人件費に含む） 老人福祉センタ

ー等施設及び外

構 

・施設内及び外構の警備 

老人福祉センター、温泉浴

場、レストハウス、やすらぎ

荘の内外、付随する施設設備

及び外構を巡回 

服装及び装備 

他から見て警備員と判断できる服装であ

り、懐中電灯や通信機器を携行する。 

夜間警備 

17時から翌朝8時30分まで 

年末年始の休日及び休館日の警備 

24時間 

 

３ 水質検査及び水

道施設維持管理

業務 

2,335 老人福祉センタ

ー等施設専用水

道飲料水 

・９項目、５１項目及びクリプ

トスポリジウム指標菌２項目

の検査 

・機械及び残留塩素の点検並び

に調整 

・飲料水として適合するよう薬

品の補充及び調整を行う 

９項目及び５１項目 

水質基準に関する省令の規定に基づく厚生

労働大臣定める方法（平成１５年７月２

２日厚生労働省告示２６１号）による検

査方法 

 

クリプトスポリジウム指標菌２項目 

水道における指標菌及びクリプトスポリジ

ウム等の検査方法について（健水発第０

３３０００６号平成１９年度３月３０日

厚生労働省健康局水道課長通知）による

検査方法月１回の点検 

資格者による 

 

 

４ 温泉源水位測定

業務 

197 小川原湖温泉源

施設 

・温泉湧出量調査 

・静水位、動水位測定 

・温度測定 

２年に１回 

実施予定年度：Ｒ7、Ｒ９ 
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

５ ボイラー清掃点

検業務 

212 老人福祉センタ

ー等施設のボイ

ラー 

施設内に所在するボイラーの安全点

検及び清掃 

各年１回  

６ 自動ドア保守点

検業務 

119 老人福祉センタ

ー等施設の自動

ドア 

・老人福祉センター及びレストハウ

スの玄関自動ドア安全管理 

年３回 

４ヶ月毎に実施 

（6月、10月、2月） 

 

７ 重油地下タンク

点検業務 

264 老人福祉センタ

ー等施設の重油

地下タンク 

消防法に基づく点検及び検査 年１回、３基のタンクの点検 

（2kl、1.98kl、1.9kl） 

 

８ 浄化槽清掃維持

管理業務 

692 老人福祉センタ

ー等施設の浄化

槽 

４基の浄化槽の保守点検及び清掃 

(80人槽、100人槽、130人槽×2） 

保守点検 

80人槽は3ヶ月毎に実施 

100人槽及び130人槽は2ヶ月毎に実

施 

技術上の基準は浄化槽法施行規則第2

条に準ずる。 

清掃 

年1回以上実施 

技術上の基準は浄化槽法第3条に準

ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 消防設備保守点

検業務 

130 老人福祉センタ

ー等施設の消防

設備 

老人福祉センター、やすらぎ荘及び

レストハウス並びに関係する付帯設

備等の消防設備点検 

年２回 

消防法に基づく保守点検業務 
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

10 防火対象物定期

点検業務 

48 老人福祉センタ

ー等施設 

老人福祉センター等施設の防火

対象物の点検 

年１回 

消防法に基づく保守点検業務 

 

11 除雪業務 420 老人福祉センタ

ー等施設駐車場

及び外構 

老人福祉センター等施設駐車場

及び外構の除雪 

随時 

自動車の通行と駐車及び、歩行者の通行の

障害が生じない程度の除雪をする 

 

 

 

 



別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(5)） 備品一覧表 ①老人福祉センター

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

① 1 8019474 応接用テーブル ㈱オリバー GT-610-BMB 老人福祉センター 休憩室 01-02-08-52-5 / テーブル

① 2 8019475 応接用テーブル ㈱オリバー GT-610-BMB 老人福祉センター 休憩室 01-02-08-52-6 / テーブル

① 3 8019577 整理台 日立 TB2900B 老人福祉センター 休憩室 01-03-05-86 / テレビスタンド

① 4 8019578 整理台 日立 TB2900B 老人福祉センター 保健室 01-03-05-88 / テレビスタンド

① 5 8019592 その他の台 ㈱エー・アンド・デイ TM-9325 老人福祉センター 受付前 01-03-20-H26-1 / 専用架台（血圧計用）

① 6 8019642 肘掛回転椅子 コクヨ CR-8 老人福祉センター 事務室 01-04-01-215 / 肘付回転椅子

① 7 8019647 回転椅子 ㈱エー・アンド・デイ TM-STA001 老人福祉センター 受付前 01-04-02-H26-9 / ガスバネ椅子

① 8 8019683 折たたみ椅子 ライオン Vo405 老人福祉センター 産直 01-04-05-48-1 / 折りたたみ椅子

① 9 8019684 折たたみ椅子 ライオン Vo405 老人福祉センター 産直 01-04-05-48-2 / 折りたたみ椅子

① 10 8019685 折たたみ椅子 ライオン Vo405 老人福祉センター 産直 01-04-05-48-4 / 折りたたみ椅子

① 11 8019830 その他の椅子 KOEKI 老人福祉センター 大広間 01-04-10-H26-2-1 / 座椅子（肘無）

① 12 8019831 その他の椅子 KOEKI 老人福祉センター 大広間 01-04-10-H26-2-10 / 座椅子（肘無）

① 13 8019832 その他の椅子 KOEKI 老人福祉センター 大広間 01-04-10-H26-2-2 / 座椅子（肘無）

① 14 8019833 その他の椅子 KOEKI 老人福祉センター 大広間 01-04-10-H26-2-3 / 座椅子（肘無）

① 15 8019834 その他の椅子 KOEKI 老人福祉センター 大広間 01-04-10-H26-2-4 / 座椅子（肘無）

① 16 8019835 その他の椅子 KOEKI 老人福祉センター 大広間 01-04-10-H26-2-5 / 座椅子（肘無）

16



別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(5)） 備品一覧表 ②温泉浴場

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

② 1 8019470 応接用テーブル ㈱オリバー GT-610-BMB 温泉浴場 休憩室 01-02-08-52-1 / テーブル

② 2 8019471 応接用テーブル ㈱オリバー GT-610-BMB 温泉浴場 休憩室 01-02-08-52-2 / テーブル

② 3 8019472 応接用テーブル ㈱オリバー GT-610-BMB 温泉浴場 休憩室 01-02-08-52-3 / テーブル

② 4 8019473 応接用テーブル ㈱オリバー GT-610-BMB 温泉浴場 休憩室 01-02-08-52-4 / テーブル

② 5 8019588 寝台 石崎家具 ベアーズクラブNA 専用マットレス付 温泉浴場 女脱衣所 01-03-08-68-1 / ベビーベッド

② 6 8019657 ⾧椅子 ㈱オリバー MR-1356 温泉浴場 休憩室 01-04-03-232 / ロビーチェア（2人掛背付）

② 7 8019658 ⾧椅子 ㈱オリバー MR-1356 温泉浴場 休憩室 01-04-03-233-1 / ロビーチェア（3人掛背付）

② 8 8019659 ⾧椅子 ㈱オリバー MR-1356 温泉浴場 休憩室 01-04-03-233-2 / ロビーチェア（3人掛背付）

② 9 8019660 ⾧椅子 ㈱オリバー MR-1356 温泉浴場 休憩室 01-04-03-233-3 / ロビーチェア（3人掛背付）

② 10 8019661 ⾧椅子 ㈱オリバー F-1015 Lシート 温泉浴場 休憩室 01-04-03-235-1 / ロビーチェア

② 11 8019662 ⾧椅子 ㈱オリバー F-1015 Lシート 温泉浴場 休憩室 01-04-03-235-2 / ロビーチェア

② 12 8019663 ⾧椅子 ㈱オリバー F-1015 Lシート 温泉浴場 休憩室 01-04-03-235-3 / ロビーチェア

② 13 8019664 ⾧椅子 ㈱オリバー MR-1356 温泉浴場 休憩室 01-04-03-237-1 / ロビーチェア（3人掛背無）

② 14 8019665 ⾧椅子 ㈱オリバー MR-1356 温泉浴場 休憩室 01-04-03-237-2 / ロビーチェア（3人掛背無）

17



別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(5)） 備品一覧表 ③レストハウス

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

③ 1 3199 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 2 3200 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 3 3201 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 4 3202 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 5 3203 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 6 3204 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 7 3205 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 8 3206 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 9 3207 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 10 3208 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 11 3209 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 12 3210 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 13 3211 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 14 3212 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 15 3213 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 16 3214 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 17 3215 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 18 3216 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 19 3217 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 20 3218 その他の椅子 高座椅子 明光ホームテック STMハニカム レストハウス 大広間

③ 21 3304 冷温ボトル ウォータークーラー 日立 RW-145P レストハウス 食堂

③ 22 4087 カーテン レースカーテン シンコール TA1592 W5380×H3020mm レストハウス 食堂

③ 23 4088 カーテン レースカーテン シンコール TA1592 W3640×H3020mm レストハウス 食堂

③ 24 4089 カーテンレール 紐引きカーテンレール トーソー L5180mm レストハウス 食堂

③ 25 4090 カーテンレール 紐引きカーテンレール トーソー L3440mm レストハウス 食堂

③ 26 4915 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 27 4916 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 28 4917 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 29 4918 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 食堂

③ 30 4919 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 31 4920 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間
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別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(5)） 備品一覧表 ③レストハウス

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

③ 32 4921 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 33 4922 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 34 4923 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 35 4924 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 36 4925 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 37 4926 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 38 4927 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 食堂

③ 39 4928 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 40 4929 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 41 4930 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 42 4931 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 食堂

③ 43 4932 その他の椅子 食卓椅子 不明 シカゴⅡNA レストハウス 大広間

③ 44 6119 その他の機器 グリラー タニコー TIG-90  レストハウス 厨房

③ 45 6120 その他の機器 ガスフライヤー マルゼン 一層式 MGF-23K レストハウス 厨房

③ 46 6206 湯沸器 給湯器 パーパスガス PG-H1600E-1H レストハウス 厨房

③ 47 8019457 座卓 ライオン SB-1845 レストハウス 和室（8畳or10畳） 01-02-04-45-1 / 座机

③ 48 8019458 座卓 ライオン SB-1845 レストハウス 大広間 01-02-04-45-13 / 座机

③ 49 8019459 座卓 ライオン SB-1845 レストハウス 大広間 01-02-04-45-16 / 座机

③ 50 8019460 座卓 ライオン SB-1845 レストハウス 大広間 01-02-04-45-18 / 座机

③ 51 8019461 座卓 ライオン SB-1845 レストハウス 和室（8畳） 01-02-04-45-5 / 座机

③ 52 8019462 座卓 ライオン SB-1845 レストハウス 大広間 01-02-04-45-6 / 座机

③ 53 8019463 座卓 ライオン SB-1845 レストハウス 大広間 01-02-04-45-9 / 座机
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別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(5)） 備品一覧表 ④やすらぎ荘

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

④ 1 5402 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 2 5403 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 3 5404 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 4 5405 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 5 5406 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 6 5407 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 7 5408 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 8 5409 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 9 5410 湯沸器 電気ポット アイリスオーヤマ IAHD-022-B 2.2L やすらぎ荘 2階 または 客室

④ 10 8019589 寝台 石崎家具 ベアーズクラブNA 専用マットレス付 やすらぎ荘 遊戯室 01-03-08-68-2 / ベビーベッド
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